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＜特別展示＞ほしに願いを～ 7 月 7 日は
☆乾しいたけ・そうめんの日～

（７月１日～７月５日開催）

＜特別展示＞意外と知らない？植物油

～その素晴らしき世界～

（７月８日～７月1２日開催）

＜特別展示＞ 食材調達に必要な GAP

を知ろう！！～オリパラまで１年～

（７月1６日～７月1９日開催）

＜特別展示＞ 藍の魅力発信と

次世代への継承

（７月2２日～７月2６日開催）
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◆ 「消費者の部屋」では、消費者の皆さまとコミュニケーションを深めるため、農林

水産行政や食生活などの情報を提供しています。また、農林水産省の北別館１階で行

われる展示には、多くの方々に御来場いただいております。

☆ 展示の御紹介
●令和元年７月の開催状況 （以下の４件になります。）

期 間 展 示 名 入場者数

７月１日～７月５日 【特別】ほしに願いを！！ 909人

～7月7日は☆乾しいたけの日・そうめんの日～

７月８日～７月12日 【特別】意外と知らない？植物油 1,002人

～その素晴らしき世界～

７月16日～７月19日 【特別】 食材調達に必要なGAPを知ろう！！ 480人

～オリンピック・パラリンピックまで1年～

７月22日～７月26日 【特別】 藍の魅力発信と次世代への継承 555人

●令和元年９月の展示予定 （以下の４件になります。）

期 間 展 示 名

９月２日～９月６日 【特別】魅せます！とちぎのいい木

９月９日～９月13日 【特別】おしいしい・たのしい・すてき！福島の森と木

９月17日～９月20日 【特別】お米でみんなを元気に！

～食べて！見て！知ろう！お米・米粉の魅力～

９月24日～９月27日 【特別】木づかい推進月間～身近な国産材製品と木育のご紹介～

※展示予定は予告なく変更されることがありますので、ご了承願います。

◆テーマ ほしに願いを！！～7月7日は☆乾しいたけの日・そうめんの日～ ◆

その昔、宮中における七夕の行事に「そうめん」は欠かせない供え物とされていました。

そんな故事にちなみ、夏に欠かせない「そうめん」と、栄養豊富な森林の恵み「乾しいた

け」について、たくさんの商品、「そうめんの豆知識」等のパネル展示、「乾しいたけの簡

単な戻し方」の実演、サンプル配布等により紹介させていただきました。古くから日本の

食文化に貢献してきた食材について、その良さをご理解いただけたと思います。

原木乾しいたけプレゼント 展示の全景 乾しいたけの簡単な戻し方

の実演
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◆テーマ 意外と知らない？植物油～その素晴らしき世界～ ◆

植物油は、大豆、菜種、ゴマ、オリーブ、お米など様々な植物から製造されています。

それぞれの植物油が持っている素晴らしい特性を引き出し、食事場面（シーン）にあわせ

て賢く選ぶポイント等を知っていただくため、国内で販売する様々な植物油製品をはじめ、

各油種の特性やその特性に応じたレシピ例、植物油の原料や製法などをパネルや動画によ

り、意外と知られていない植物油の素晴らしさを紹介させていただきました。

展示の様子 昔の搾油機(レプリカ) 各種植物油の解説

◆テーマ食材調達に必要なGAPを知ろう！！～オリンピック・パラリンピックまで1年～◆

GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）とは、より良い農業を進めるた

めの取組です。GAPが東京2020大会の食材調達の要件とされ、注目を集めています。GAPの

概要や、農家の取組などに関するパネル展示や試食を通じて、生産者のみならず、消費者

や地球にとっても良い取組であることを御理解いただけたと思います。

映像により「GAP」を紹介 展示の全景 畜産にも導入されるGAP

◆テーマ 藍の魅力発信と次世代への継承 ◆

徳島県は、7月を「とくしま藍推進月間」、7月24日を「とくしま藍の日」と定め、官民

を挙げて藍について情報発信しています。藍染め製品・藍の生産等のパネル展示や動画放

映のほか、藍を用いた食品の展示、藍の利用拡大に向けた新たな商品や藍（植物）の展示

並びに種子をプレゼントしました。東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムに藍

色が採用され注目が高まっている藍の全てを来場者の方にご覧いただきました。

「藍」の概要を分かりやすく解説 都内の高校生も見学 「藍」の展示
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☆ 学校関係の訪問状況

「消費者の部屋」では、小・中・高校の修学旅行や校外学習でグループ行動をされる

児童・生徒の皆さんに向けて、農林水産省への訪問申込みを受け付けております。

また、農林水産省に関する様々な質問にも、わかりやすく説明しています。

省内見学では、大臣室や事務次官の執務室の前を通り、記者会見室、農林水産省図書

館（林野庁図書館）を御案内しています。（状況に応じて変更はございます。）

多くの児童・生徒の皆さんの訪問をお待ちしております。

令和元年７月の来訪者は以下のとおりです。

■ 令和元年７月の訪問 来訪者数

茨城県立並木中等教育学校 （２年生） ３２名

茨城県つくば市立吾妻中学校 (２年生） ６名

東京都葛飾区立高砂小学校（６年生） １１名

岐阜県立可児高等学校（２年生） ９名

東京都立高島高等学校（２年生） １７名

合 計 ５校 ７５名

お申し込みについて

訪問を希望される場合は、事前にお申し込みが必要です。

お申し込みは、「消費者の部屋」ホームページ内に掲載されている、申込用紙に必要事

項を記入の上、FAX （宛先：03－5512－7651）にて御担任の先生から御連絡下さい。

※訪問について基本情報

・実施時間：火・水・木の平日１日２回（10:30～、13:30～）

（上記以外の曜日でも御相談下さい。ただし、都合により実施できない場合もあります。）

・所要時間：１時間10分程度 展示室見学、説明・質疑等･･･40分、庁舎案内･･･30分

・受入人数：訪問は20名程度（要相談）までとします。

訪問の様子
7/5茨城県立並木中等教育学校
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～ 修学旅行や社会科見学などの訪問をお待ちしています ～

7/24東京都立高島高等学校

7/24岐阜県立可児高等学校

7/11葛飾区立高砂小学校

7/10つくば市立吾妻中学校
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令和元年７月の消費者相談状況（速報） 
    ～電話やメールで御相談を受け付けています～ 
 
   令和元年７月の相談件数は、１６１件（前年同期１１９件）でした。このうち、問合せ
は１３９件、要望・意見は９件、苦情１件、情報提供等は１２件でした。 
 

図１ 月別の全相談件数の推移        図２ 子ども相談件数の推移 
 

〔子ども相談〕  
 子ども相談専用電話を設け、農林水産業や食品に関する子どもからの相談や質問にお答

えしています。７月の子ども相談件数は１４件でした。 
 
   表１ 相談内容別内訳                            図３ 相談内容別比率 
 
  項   目 件数  比率 
安全・衛生 49 30% 
学校訪問 16 10% 
表示 14 9% 
商品知識 14 9% 
制度・基準 13 8% 
資料請求・照会 9 6% 
品質・規格 9 6% 
生産・流通・消費 8 5% 
農林水産業 7 4% 
展示 7 4% 
その他    15 9% 
  合   計 161 100% 
                    
   
 表２ 相談者別内訳                 図４ 相談者別比率      

               
  項   目 件数  比率 
一般消費者・消費者団体 85 53% 

中学生以下  14 9% 

相談業務関係者 14 9% 
高校生・大学その他学生 12 7% 

企業関係者及びその団体 10 6% 
教員・学校関係者 6 4% 

農林水産業従事者及び
その団体 

3 2% 

不明・その他等 17 10% 
  合     計 161 100% 

注）四捨五入の関係で割合（％）の合計は１００％とならな

い場合があります。 
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☆相談事例（７月分） 

Ｑ：日本の食品ロスの現状と食品ロス削減のマーク「ろすのん」について教えてくだ

さい。先日開催された G20 大阪サミットで「ろすのん」が紹介された模様も教えて

ください。 

 

Ａ：【日本の食品ロスの現状】 

  本来食べられるのに捨てられてしまう食品（「食品ロス」といいます。）は、年

間約 600万トン（平成 28年度推定では 643万トン）もあります。捨てられてしまう

食品のうち、約半分は家庭からのもので、それを日本人一人当たりに換算すると、

年間約 50㎏、毎日お茶碗約 1杯分（約 140g）の食べものを捨てている計算となり

ます。食品ロスを削減するのためには、家庭での取組が重要不可欠で、削減ポイン

トは「家庭で必要な分だけ購入して食べ切ること」です。 

 

【「ろすのん」は食品ロス削減国民運動のキャラクター】 

食品ロス削減は、食品の生産から加工製造、流通、販売までのフードチェーン全

体でも取り組んでいく必要があり、官民が連携して食品ロス削減に向けた国民運動

（NO-FOODLOSS PROJECT）が展開されています。 

そこで、食品ロス削減国民運動のシンボルマークとして誕生したのが「ろすの

ん」です。「ろすのん」の名前は、食品ロスをなくす（non）という意味で、外見の

真ん中の赤丸は「お皿」を、下の二本線は「お箸」をイメージしています。 

 

【Ｇ20大阪サミットで「ろすのん」 

は大活躍！】 

農林水産省と外務省が連携して、６月 28日、29日に開催されたＧ20大阪サミッ

トで、各国代表団やプレスに対し、食品ロスの削減を呼びかけるために彼らの食事

場所へ笑顔の「ろすのん」がデザインされた三角柱を配置しました。  

こうした取組により、各国の代表団やプレスに日本の食の魅力を十分に味わって

いただく「おもてなし」とともに、これらの食を余すことなく食べていただき、捨

ててしまうことは「もったいない」ことも発信しました。                        

 

是非、「ろすのん」と一緒に、一人一人が「もったいない」を意識して、食品ロス

の削減にチャレンジしましょう。                                  

 

【参考】                                 

〇食品ロスの削減（農林水産省）↓

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_9.html                                   

〇食品ロス削減について行動する「啓発用パンフレット」（消費者庁）↓

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/ 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_9.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/
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☆ 相談事例(７月分) 

Ｑ：豚コレラの感染が広がっていると聞きました。市販されている豚肉を食べてもだいじょうぶ

でしょうか。 

 

Ａ：市販されている豚肉を食べても問題ありません（豚コレラに感染した豚やイノシシ

の肉等が市場に出回ることはなく、仮に豚コレラウイルスに感染した豚やイノシシの肉

等を食べても人体に影響はありません）。 

豚コレラが発生した場合、

その養豚農場で飼われていた

すべての豚を殺処分し、農場

の消毒などの防疫措置が行わ

れます。このような防疫措置

の完了後も一定期間、発生農

場の半径 3km以内には移動制

限区域、半径 10km以内には

搬出制限区域が設定され、感

染の拡大を防ぐ措置が講じら

れます。 

 

 また、豚コレラは豚やイノ

シシの病気であって人に感染

することはありません。 

豚コレラのヒトへの感染

は、国際機関（OIE：国際獣

疫事務局）の情報において

も、世界的に報告されていま

せん。内閣府食品安全委員会

の見解によれば、仮に、豚コ

レラにかかった豚やイノシシ

の肉等を食べても人体に影響

はないとされています。 

さらに豚は、と畜場法に基づき、と畜前後において全頭が都道府県等の検査員によ

って異常や疾病がないか検査されます。この検査に合格したものだけが市場に流通し

ているので、豚コレラの肉が市場に出回ることはありません。 

安心しておいしい豚肉を召し上がって下さい。 

 

参考：農林水産省 HP 豚コレラについて 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/index.html 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/index.html
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☆地方の「消費者の部屋」だより 

近畿農政局 消費者の部屋 
 
 近畿農政局は、京都市営地下鉄丸太町駅から徒歩約 15 分、京都御所の西方、京都府庁の西隣にあり

ます。 
 
【消費者の部屋】 
  近畿農政局では、庁舎1階玄関横に「消費者の部屋」を設置し、農林水産行政や食料消費・食生活

などをテーマとした展示や、タイムリーな内容のスポット展示等を行っています。 
   また、できるだけ多くの方に見ていただくため、農林水産省関係機関を初め、京都市内の区役所、

近隣の市役所において展示を行うとともに、消費生活関連イベント等に参加し、様々な情報を発信し

ています。 

   
     局内における特別展示          局外における展示  

       
  なお、庁舎1階の「消費者の部屋」につきましては、庁舎工事のため 8月からしばらくの間、お

休みさせていただきます。再開の際は、ぜひ見学にお越しください（再開後の展示につきましては、

近畿農政局ホームページでお知らせします）。                       
           

【「夏休み親子見学デー」を開催！】   
  毎年、夏休みを迎えた小学生とその保護者を対象に、「農林水産業」や「日本の食料」、「農山

漁村」等について楽しく学んでいただける「夏休み親子見学デー」を開催しています。 
  令和元年度は、7 月 31 日から 8 月 1 日に開催し、近畿農政局の各課室、また、農林水産省関係機

関の協力による展示体験コーナーを設置したほか、食品企業や農機具メーカー等による体験講座や、

検疫探知犬によるデモンストレーションなどを行い、食料や農林水産業の役割などについて楽しく

学んでいただきました。2 日間で約 760 名の方に御来場いただき、子どもたちからは「おもしろく

ていろいろなことが発見できた」、「食べ物を大切にしようと思いました」、また保護者からは

「実際に体験できて子どもたちも興味を持ちやすくてよかったです」などの感想をいただきました。 

      
    米粉を使ったベビーカステラ作り体験    ゲームで食品トレーサビィリティを学ぼう 
                

近畿農政局 消費・安全部  消費生活課 
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

TEL: 075-451-9161  FAX:075-417-2149 
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☆「消費者の部屋」一口メモ

こども霞が関見学デーに向けて

農林水産省「消費者の部屋」へお越しの際は、北別館入口から入館していただくと便利です。

令和元年８月発行

編集・発行 農林水産省 消費・安全局
消費者行政・食育課「消費者の部屋」

担 当 中川、中西、山口、福島、小林、守屋
消費者相談電話 ０３－３５９１－６５２９

ファックス ０３－５５１２－７６５１

こどもそうだん電話 ０３－５５１２－１１１５

相談受付時間：10時～１７時 土日祝日、年末年始を除く

インターネット相談窓口：

東京メトロ「霞ヶ関」駅 http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html
下車。A5、B3a出口すぐ。

なかなか孵化しない…

稲が成長しています。

こどもそうだんのページも更新しています！

コメの花ですよ！

こども霞が関見学デー（8月 7日・8日）を前に消費者の部屋でも着々と準備しています。
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